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１ 計画期間 

(1) 中期財政計画  令和２年度から令和８年度まで（７年間） 

(2) 長期財政見通し 令和２年度から令和18年度まで（17年間） 

 

２ 計画目標 

「財政健全化に向けた取組を強化するとともに、その成果を着実に反映させながら収支均衡を目指します。」 

(1) 計画指針 

①財政健全化重点項目を設定し、その効果額を反映することで財源不足額の圧縮を図ります。 

②起債借入額については、起債償還額を下回ることとし、起債残高の減少を図ります。 

③財政調整基金については、標準財政規模の10％程度の残高を堅持します。 

④地域振興基金※を活用し、人口減少対策事業の確実な推進を図ります。 

⑤減債基金とその他特定目的基金の積極的な活用を図ります。 

 

(2) 数値目標 【目標年次：令和８年度】 

①実質公債費比率については、18％未満を維持します。【R6：15.2％】 

②将来負担比率については、令和３年度と同水準とします。【R6：28.1％】 

③財政調整基金の残高については、約60億円を確保します。 

※ 地域振興基金 

地域住民の連帯の強化、地域振興等

に要する経費の財源のための基金。 

原資は合併特例債を活用している。 
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R6決算上振れ額：72億

コロナ対策や物価高騰による対応等で国庫支出金が大幅に増えた
ほか、地方消費税交付金と普通交付税の増、ふるさと応援寄附金
の増によりR4～R6の決算規模が８～12％程度膨らんでいる。
R7～R12にかけて大規模な建設事業が予定されているため、地方
債の借入額が増える見込みであり、600億円を超える状況がしば
らく続く見込みである。

図 １
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R6決算上振れ額：64億

給与改定等による人件費の増や据置期間なしでの借入による公債
費の増、物価高騰等による物件費や補助費の増によりR4～R6の決
算規模が８～11％程度膨らんでいる。
長引く物価高騰の影響により義務的経費の増が今後も見込まれる
ことやR12まで普通建設事業費が毎年50億円を超えるため、600億
円を超える状況がしばらく続く見込みである。

図 ２
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R4は第三セクター等改革推進債を借り換えずに繰上償還することにより、
一時的に財源不足が大きく生じると見込んでいたが、ふるさと納税が好調
なこともあり、結果的に財源不足は生じなかった。
R8～R10にかけて10億円台で財源不足が続く見込みではあるが、不足額は
徐々に縮小していき、R17には収支均衡が図られる見込みである。
なお、見通し期間中の財源不足の合計額は、約８億円減る見込みである。
【現行見通し：約65.7億円→見直し後：約57.8億円】

図 ３
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標準財政規模の10％の額

R6決算上振れ額：15億
地方消費税交付金やふるさと納税の増加により積立額が増加し、
R6決算時点で約15億円の上振れとなっているが、R7以降は義務教
育施設や新医療センター等の大規模な建設事業が続くことや行政
事務組合に対する出資金の増加等により、R17の収支均衡が図ら
れるまで取崩しが続くが、見通しの最終年度のR18では、財政調
整基金と減債基金の残高合計が約30.1億円となり、標準財政規模
の10％の額をやや下回るものの、持続可能な財政運営を行うこと
ができるレベルを維持できるものと考えている。

図 ４
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見直し後 早期健全化基準 R4に第三セクター改革推進債の借り換えを行わずに繰上
償還した影響がなくなるR7は12％台まで減少し、その後
は緩やかに減少して11％前後で推移する見込みである。

図 ５

財政再生基準

県起債許可基準
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見直し後 早期健全化基準

新医療センター整備事業を実施するR9～R12にかけて比率の上り
幅が大きくなるが、R13以降は緩やかになる見込みである。
なお、R17以降は財源が有利な起債の償還が終了し、普通交付税
の基準財政需要額で算入される公債費の額が大きく減少する見込
みのため、比率が100％を上回る見通しである。

図 ６
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